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            主     文 

       本件上告を棄却する。 

       当審における未決勾留日数中２１０日を本刑に算入する。 

            理     由 

 弁護人鈴木敏彦の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違

反、事実誤認の主張であって、刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 なお、原判決は、第１審裁判所が強盗致傷の被害者の検察官調書抄本を刑訴法３

２１条１項２号前段により採用したこと（以下「本件証拠決定」という。）につい

て、証拠能力をいまだ獲得していない証拠を採用し、事実認定に供した違法がある

として、同法３９７条１項、３７９条により第１審判決を破棄し、同法４００条た

だし書を適用して自判し、第１審判決と同じ犯罪事実を前提に、第１審判決よりも

軽い刑を言い渡している。しかしながら、原判決は、原審における事実の取調べの

結果も踏まえ、本件証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の情況にあったとも説

示しており、結局のところ、本件証拠決定の時点で同法３２１条１項２号前段の要

件を満たしていたと認めている。そうすると、原判決は、本件証拠決定それ自体が

違法であるとはいえないにもかかわらず、同法３７９条に規定する事由があるとし

て第１審判決を破棄したことに帰し、このような原判決の判断には同法３９７条１

項、３７９条の解釈適用を誤った違法がある。もっとも、本件上告は被告人の申立

てに係るものであり、前記違法は同法４１１条を適用すべきものとは認められない。 

 よって、刑訴法４１４条、３８６条１項３号、１８１条１項ただし書、刑法２１

条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官渡辺惠

理子、同平木正洋の補足意見がある。 

 裁判官渡辺惠理子、同平木正洋の補足意見は、次のとおりである。 

令和６年（あ）第１１６１号 窃盗、強盗致傷被告事件 

令和７年７月７日 第三小法廷決定 
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 私たちは、法廷意見に賛同するものであるが、原判決が第１審判決と同じ犯罪事

実を前提に、第１審判決よりも軽い刑を言い渡したことに関し、補足して意見を述

べておきたい。 

 控訴裁判所が第１審判決を破棄して有罪の自判をする際には、自判する時期を基

準として自ら量刑判断をすることになるが、破棄の理由が第１審判決の量刑判断の

基礎となる事実の認定に変動を生じさせるものではない場合には、基本的に第１審

判決の量刑判断を尊重すべきであり、第１審判決と異なる刑を言い渡すときは、第

１審判決と異なる結論に至った実質的な理由を示すべきものと考える。そうでなけ

れば、量刑不当（刑訴法３８１条）を理由とする破棄について、裁判員制度の導入

を契機とする議論等を通じて形成され、積み重ねられてきた裁判実務上の共通認

識、すなわち、量刑判断の前提となる事実の認定・評価が明らかに不合理であると

きや、行為責任又は公平性の観点などからみて明らかに不合理であるときを除き、

第１審判決の量刑判断を尊重するという考え方と相いれない結果となりかねないこ

とが懸念される。また、第１審判決と異なる量刑判断をした実質的な理由を示すこ

とは、裁判の内容等に応じて適切な理由を付すべきことを求める刑訴法４４条１項

の趣旨にもかなうことになる。もっとも、これに対しては、およそ控訴裁判所が第

１審判決を破棄して自判する以上、破棄の理由が量刑判断の基礎となる事実の認定

に変動を生じさせるものではない場合であっても、特に理由を示すことなく第１審

判決と異なる刑を言い渡すことに何ら問題はないとする考えもあり得る。しかしな

がら、このような考え方は、控訴裁判所の役割が、第１審の審理及び判決のどこに

法定の破棄事由があるのかを審査し、その結果に応じた適切な措置を講じることに

あると解されることからすると、形式的に過ぎ、相当ではない。 

 本件では、第１審判決に原判決の指摘する破棄事由は認められないから、そもそ

も原審が自判する前提を欠くことになるが、原判決は、その判文全体をみても、第

１審判決と同じ量刑判断の基礎となる事実を認定しながらなお異なる量刑判断をし

た実質的な理由を示しているとはいえず、以上のような観点からも問題があること
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を指摘しておきたい。 

(裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官  

石兼公博 裁判官 平木正洋) 


